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1京都市の高さ問題の歴史

1964年、京都タワーが建設されようとした時以来、議論が始まり、1991年、60mに及

ぶ京都ホテル建設時には仏教界による拝観拒否に発展するなど高層建築への反対運動

の記憶をお持ちの京都人は多いと思う。マンション建設に関しても乱建設が盛んであっ

た。85～90年は全国一の地価上昇率となり、従前からの住民にとっては住み続けるこ

とが困難なまちと報道された。高さは31mという不文律があったにも関わらず、不動

産業者による強引さで45m級の出現が始まった。

2.反対運動の開始

いくら順法とはいえ、こうした無秩序な建設行為は京都のまちなかからの、周囲の三山

への眺望が台なしになると危倶し、京都市への指導強化を再三要望したにもかかわらず、

効果のほどはなく、雨後の筍のように、市内のあちこちに45m級のマンション出現を

許してしまう結果となった。やむなく、姉小路界隈の住民は自ら建築協定を締結し、自

分たちの地域の環境(高さ等)守ろうと立ち上がった。同時に、インターネットで英語、

ドイツ語、中国語で世界に発信し京都の窮状を訴えた。世界のマスコミも再三の報道が

あった。姉小路界隈に関していえば、3年間連続して、マサチューセッツエ科大学大学

院生10名が来訪し、界隈の現状調査行い、将来の展望に関する調査レポート作成とプ

レゼンテーションを行い、京都の窮状を世界に問う運動に協力してくれた。

篝景観法への発展
この状況をつぶさに体感した人物がいた。当時、国士交通省から京都市景観政策課課長

補佐として出向していた女性で、本省に戻り、京都の惨状を救わんがためか、奇しくも

誕生したのが景観法である。この方の景観法普及に関するプレゼンテーションを何度か

拝見したが、その中味は京都の当時の様子を示すものが多数あり、京都が世界の笑い物

に落ちぶれさせたくないという国の強い意気込みがあったことは想像に難くない。心強

く思ったものである。

篝京都市景観条例の制定
景観法制定に従い、京都市が条例を定め、御池通りは45mから35mへ、田の字のあん

この部分は31mから15mへとダウンサイジングが明確化された。不文律であった100

尺の高さが正式に認知された瞬間でもあった。京都市が本気で高さ制限を取り入れてい

こうとする方向性が示されたもの評価し、行政への不信感を徐徐に払拭させつつ、「街

なみ環境整備事業」「京都を彩る建物や庭園制度」「姉小路界隈地区地区計画の条例化」

「地域景観づくり協議会制度活用」等、京都市の政策に協力しつつ、地域力を高めた功

績が評価され、まちづくり活動に関し、国土交通大臣賞、京都市市長賞のいずれもトッ

プ賞を授かり、官民協力のまちづくりを続けてきた。
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